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12－8 災害時におけるテントの供給等に関する協定書  

 

愛媛県（以下「甲」という）と愛媛レンタルテント協同組合（以下「乙」という。）は、

地震その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）にお

けるテントの供給、設営、供用及び撤収（以下「テントの供給等」という。）に関し、次の

とおり協定を締結する。  

（趣旨）  

第１条 この協定は、災害時のテントの供給等に関し、甲が乙に対して協力を要請すると

きの必要な事項を定めるものとする。  

（協力要請）  

第２条 甲は、テントの供給等の必要があると認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項

を明示して、様式１により要請する。ただし、文書をもって要請するいとまがないとき

は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を提出する。  

（１）災害の状況及び協力を要請する事由  

（２）テントの供給等を必要とする場所及び期間  

（３）その他参考となる事項  

２ 市町（独自に乙と協定を締結している市町を除く。）がテントの供給等を必要とすると

きは、市町の要請に基づき、甲は乙に対し、市町に代わって前項の規定による要請を行

うことができる。  

３ 乙は、甲から前二項の規定に基づく要請があったときは、可能な限り協力し、テント

の供給等を行うものとする。  

（報告）  

第３条 乙は、前条の規定に基づく要請に対し、速やかに次に掲げる事項を決定し、様式

２により甲に報告するものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、

電話又はその他の方法をもって報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。  

（１）テントの供給等を行う事業者の名称、担当者の氏名及び連絡先（対応できる事業者

がないときはその旨）  

（２）供給するテントの種類及び数量  

（３）テントの設営の完了予定日時  

（４）その他参考となる事項  

（実施状況の報告）  

第４条 乙は、本協定に基づくテントの設営が完了し、供用を開始できる状態となったと

き、及び供用終了後、テントの撤収を完了したときは、甲に対し報告するものとする。  

（費用負担）  

第５条 乙が実施したテントの供給等の費用は、甲又は甲に要請した市町が負担するもの

とする。  

２ 前項の費用は、災害発生直前における適正な単価により算出した人件費相当額に、燃

料費及び食料費の実費相当額を加えた金額を基準として、甲乙協議の上、決定するもの

とする。  

３ 費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲に要請した市町から支払うものとする。  

（事故発生時の取扱い）  

第６条 乙は、テントの供給等の実施に際し事故が発生したときは、甲に対し速やかにそ

の状況を報告するものとする。  

（災害補償）  

第７条 本協定により業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより負傷し、疾病

にかかり、又は死亡した場合は、次に掲げる場合を除き、災害に伴う応急措置の業務に

従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３８年愛媛県条例第２７号）を準用し、

甲がこれを補償する。この場合において、同条例中「従事命令」とあるのは「協力要請」



と読み替えるものとする。  

（１）当該従事者の故意又は重大な過失による場合  

（２）当該負傷、疾病又は死亡が、第三者の行為による場合  

（３）当該負傷、疾病又は死亡につき、乙又は当該従事者が締結した損害保険等の契約に

より、給付を受けることができる場合  

（関係市町との連絡）  

第８条 本協定に基づく業務の実施に当たり、関係市町との連絡調整は、原則として甲が

実施する。  

（担当窓口の報告等）  

第９条 甲及び乙は、担当者の氏名、連絡先について、互いに報告を行うものとする。な

お、報告内容に異動があった際には、その都度、報告するものとする。  

（有効期間）  

第１０条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ

て協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。  

（協議）  

第１１条 この協定の実施に関し必要な事項及び協定に定めのない事項については、その

都度、甲乙協議して定めるものとする。  

 

 この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有す

るものとする。  

 

 平成２６年８月２２日  

 

 

           松山市一番町４丁目４番地２  

         甲 愛 媛 県  

 

             知  事  中村 時広  

 

 

           松山市来住町１１７８番地５  

         乙 愛媛レンタルテント協同組合  

 

             代表理事  宮道 享



様式１（第２条関係） 

                                                           第     号 

                                                            年  月  日 

 

 

  愛媛レンタルテント協同組合 

     代表理事         様 

 

 

                                             愛媛県知事                 印 

 

 

災害時におけるテントの供給等に係る協力要請について 

 

 このことについて、災害時におけるテントの供給等に関する協定第２条の規定に基づ

き、下記のとおり貴団体による協力を要請します。 

  

記 
 

１ 災害の状況及び協力を要請する事由 

 

 

 

 

 

 

２ テントの供給等を必要とする場所及び期間 

場   所 期   間 

  

 

 

３ その他参考となる事項 

 

 

 

 

 

 



様式２（第３条関係） 

                                                           第     号 

                                                            年  月  日 

 

 

  愛媛県知事        様 

 

 

                                              愛媛レンタルテント協同組合 

                        代表理事                  印 

 

災害時におけるテントの供給等に係る報告について 

 

 このことについて、災害時におけるテントの供給等に関する協定第３条の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。 

  

記 
 

１ テントの供給等を行う者の名称等 

事業者名称 担当者氏名 連絡先 

   

 

 

２ 供給するテントの種類及び数量 

テントの種類 数 量 

  

 

 

３ テントの設営の完了予定日時 

 

 

 

４ その他参考となる事項 

 
 



１２－９　都市公園現況表（都市計画区域）　（都市整備課）
（令和3年3月31日）

住　区　基　幹　公　園 都　市　基　幹　公　園 大　規　模　公　園 特　　殊　　公　　園

(千人) (ha) (㎡/人) 箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

箇所
面積
(ha)

合　計 1,199 132,467.20 12.94 347 74.65 47 62.03 24 128.08 21 430.73 8 157.81 1 78.00 3 218.09 12 205.01 1 8.64 7 20.00 3 21.54 0 0.00 3 9.70 131 133.68 0 0.00 9 2.67 1 1.37 618 1,552.00

松山市 498 21,447.00 7.90 202 41.86 14 13.55 1 6.97 4 170.85 1 37.86 0 38.76 0 0.00 3 32.73 0 0.00 1 0.48 0 0.00 0 0.00 1 0.40 105 49.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 332 393.19

今治市 130 14,662.10 13.74 56 12.64 6 7.36 7 32.08 4 74.87 1 7.64 0 0.00 0 0.00 1 4.82 1 8.64 2 8.01 1 12.77 0 0.00 0 0.00 9 8.14 0 0.00 2 1.62 0 0.00 90 178.59

宇和島市 55 13,900.69 35.55 8 1.87 5 5.62 2 4.90 1 4.33 1 27.94 0 0.00 1 72.02 1 70.35 0 0.00 2 8.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 195.54

八幡浜市 27 7,640.00 4.72 1 0.28 1 1.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 12.74

新居浜市 120 10,004.00 11.91 15 4.34 5 6.07 0 0.00 1 10.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 76.39 0 0.00 1 0.60 1 5.50 0 0.00 0 0.00 2 39.36 0 0.00 2 0.61 0 0.00 30 142.97

西条市 106 17,760.00 10.29 24 5.80 6 10.17 3 13.65 2 33.26 2 33.65 0 0.00 0 0.00 1 1.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 9.30 5 0.78 0 0.00 0 0.00 1 1.37 46 109.06

大洲市 32 4,296.00 35.57 1 0.08 2 2.66 3 24.78 1 44.96 1 27.27 0 0.00 0 0.00 1 0.93 0 0.00 1 2.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 113.82

伊予市 27 3,041.00 10.06 3 0.62 0 0.00 1 3.70 1 13.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 27.16

四国中央市 83 13,612.00 7.03 8 1.31 3 6.78 2 12.68 2 20.42 1 13.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.44 0 0.00 22 58.35

西予市 24 7,088.00 14.62 1 0.17 2 2.50 2 11.44 2 20.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 35.08

東温市 29 2,380.00 12.12 15 2.75 0 0.00 0 0.00 1 14.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 18.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 35.14

久万高原町 4 4,325.31 39.13 0 0.00 0 0.00 1 5.97 1 9.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 15.65

松前町 31 2,041.00 4.67 8 1.95 2 4.24 1 4.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 14.49

砥部町 8 630.00 49.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 39.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 39.24

内子町 9 978.00 20.42 4 0.87 0 0.00 1 7.51 0 0.00 1 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 18.38

鬼北町 5 2,687.00 32.84 0 0.00 1 1.44 0 0.00 1 13.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 16.42

愛南町 11 5,975.10 132.89 1 0.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 146.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 146.18

緑道広場公園都市林都市緑地
動植物公園風致公園ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ都市広域公園

緩衝緑地国営公園
墓園歴史公園

市町村名
都市公園合計

街区公園
1人当り
公園面積

都市計画
区域面積

都市計画
区域人口 運動公園総合公園地区公園近隣公園
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１２－１０ 愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定書 

愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定書 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震災害時における愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士（以下「判定士」とい

う。）の招集に関し、愛媛県（以下「甲」という。）が、愛媛県地域防災計画に基づき、社団法人愛媛県

建築士会（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この協定において、「判定士」とは、愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士認定要綱（平成１１

年４月１日制定）第２条に定める愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士のうち県及び市町村等の職員

を除く民間の判定士をいう。 

（協力要請） 

第３条 甲は、判定士を招集する際、乙に協力を要請することができる。 

２ 甲は、前項の規定による要請を文書で行うものとするが、緊急を要するときは、口頭等により要請す

ることができる。この場合においては、後日、改めて要請文書を乙に送付するものとする。 

３ 乙は、前項の規定による要請があったときは、乙の会員のうち判定士に該当する者に対して、甲の要

請する内容を速やかに伝えるものとする。 

（県への報告） 

第４条 乙は、要請に応じることが可能な乙の会員の判定士を取りまとめ、速やかに甲に報告するものと

する。 

（協力のための準備） 

第５条 甲は、判定士の登録者名簿を乙に交付するとともに、新規登録、更新又は登録事項の変更があっ

た場合は、遅滞なくその氏名等を乙に通知するものとする。 

２ 乙は、平常時から、判定士に該当する会員に対して甲の要請内容を円滑に伝達するための連絡系統（以

下「連絡網」という。）を整備し、地震災害時に備えるものとする。 

３ 平常時の準備、及び地震災害時の活動等は、被災建築物応急危険度判定業務マニュアルに基づき行う

ものとする。 

４ 乙は、年度当初に甲に対して連絡網を報告するものとする。 

（訓練） 

第６条 甲が、訓練のために判定士に連絡を行う必要があるときは、乙はこれに協力するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。 

（適用） 

第８条 この協定は、協定締結の日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

 平成１６年 ９月１４日 

                      甲  愛媛県松山市一番町４丁目４番地２ 

                         愛媛県 

                         愛媛県知事  加 戸 守 行 

   

                      乙  愛媛県松山市二番町４丁目１番地５号 

                         社団法人愛媛県建築士会 

                         会   長  濱 本 貞 雄 



愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士の招集に関する協定書第７条の規定に基づき 

必要な事項を定める件 

 

 

 平成 16 年９月 14 日付けで締結した愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士の招集に関

する協定書（以下「協定書」という。）第７条の規定に基づき、愛媛県地震被災建築物応急

危険度判定士の招集に関し必要な事項として次のことを定める。 

 

第１条 市町の長は、災害対策本部や避難所等の防災対策に必要な施設の判定を行う場合

その他緊急を要する場合、甲に代わり、判定士の招集について乙に協力を要請すること

ができる。 

 

第２条 前条の規定により市町の長が乙に協力を要請する場合、協定書第３条及び第４条

の規定を準用する。この場合において、協定書第３条及び第４条中「甲」とあるのは、「当

該市町の長」と読み替えるものとする。 

 

 

 

平成 26年 10月６日 

  

甲 愛媛県松山市一番町４丁目４番地２ 

                      愛媛県 

 

                      知事  中村 時広 

 

 

乙 愛媛県松山市二番町４丁目１番地５号 

公益社団法人愛媛県建築士会 

 

  会長  寺尾 保仁 

 

 

 



 

１２－１１ 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書 

 

 愛媛県（以下「甲」という。）及び独立行政法人住宅金融支援機構（以下「乙」と

いう。）は、風水害、地震、津波等の災害時における被災した県民の住宅の早期復興

を支援するために、愛媛県地域防災計画に基づき甲が実施する施策への乙の協力に関

して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （情報の交換） 

第１条 甲及び乙は、この協定に基づき、被災した県民の住宅の早期復興への支援が 

円滑に行われるように次の情報を適時的確に交換する。 

 一 住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する施策及び融資制度 

 二 被害状況、被災した県民から寄せられた住宅の復興等に関する要望 

 三 第７条に定める連絡窓口となる部署名並びに連絡責任者及び補助者の職名及び   

氏名 

 四 第７条に定める連絡窓口との連絡方法 

 五 その他住宅の早期復興への支援に関し必要な事項 

 

 （住宅相談窓口開設） 

第２条 乙は、甲からの協力要請に応じて、「住宅相談窓口」を速やかに開設し、被 

災した県民からの住宅再建及び住宅ローンの返済に関する相談に対応し、県民の住 

宅の早期復興を支援するものとする。 

２ 甲は、前項の「住宅相談窓口」の開設及び運営に当たって、必要に応じ、場所の 

確保その他乙から要請を受けた事項について、乙に協力するものとする。 

 

 （職員の派遣） 

第３条 乙は、前条の相談に対応するため、職員を派遣するものとする。 

２ 乙は、前条の相談への対応のほか、甲から県民の住宅の早期復興を支援するため 

特に要請を受けたときは、甲と協議の上、職員を派遣する。 

 

 （住宅ローン返済中の県民への支援） 

第４条 乙は、乙の住宅ローンを返済中に被災した県民に対して、当該住宅ローンの 

支払の猶予や返済期間の延長等の措置を諸規定に従って講ずるものとする。 

 

 （周知） 

第５条 乙は、乙の災害復興住宅融資の実施、第２条の「住宅相談窓口」の開設及び 

前条の措置について、被災した県民に対して積極的に周知するものとする。 

２ 甲は、被災地の市町の窓口等を通じて、前項の周知に協力するものとする。 



 

 

 （施策実施上の課題等の調整） 

第６条 甲及び乙は、住宅に関連する防災、被災した住宅の再建等に関する甲の施策 

及び乙の災害関連業務の円滑な実施に資するため、甲が施策を実施するに当たり発 

生する乙の融資及び債権管理上の課題等への対応について、あらかじめ調整を行う 

ものとする。 

 

 （連絡窓口） 

第７条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口をそれぞれ設置するものとする。 

 

 （協議） 

第８条 この協定に定めるもののほか、被災した県民の住宅の早期復興支援に当たり 

必要な事項については、その都度、甲及び乙が充分な協議の上、定めるものとする。 

 

 （適用等） 

第９条 この協定は、平成28年２月29日から適用する。なお、愛媛県知事と住宅金融

公庫四国支店長との間で締結した平成16年２月９日付け「災害時における住宅復興

に向けた協力に係る基本協定書」は廃止する。 

 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

   平成28年２月29日 

 

       甲  愛 媛 県         

            愛媛県知事  中村 時広  

 

 

       乙  独立行政法人住宅金融支援機構 

            理 事 長   加藤 利男  



 

１２－１２ 災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定① 

 

愛媛県（以下「甲」という。）及び公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会（以下「乙」

という。）は、災害時に甲及び乙が相互に協力して行う民間賃貸住宅の提供に関して、次の

条項により協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、愛媛県において災害が発生した場合において、甲が、災害により住

宅を滅失し自己の資力によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被

災者」という。）のための応急的な住宅（以下「賃貸型応急住宅」という。）として、

民間賃貸住宅を提供するため、乙に協力を求めるに当たり、基本的な事項を定める

ものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し必要と認める場合、乙に対し、賃貸型応急住宅として被災者

に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請でき

るものとする。 

 

（協力） 

第３条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請があった場合、賃貸型応急住宅として提

供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、甲に可能な

限り協力するものとする。 

 

（甲の役割） 

第４条 甲は、賃貸型応急住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 賃貸型応急住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 

二 賃貸型応急住宅の借上げに関すること 

三 賃貸型応急住宅入居者の入居許可及び退去に関すること 

四 賃貸型応急住宅の賃料等の支払いに関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

２ 甲は、前項に掲げる業務の一部を、乙に委託することができる。 

 

（乙の役割） 

第５条 乙は、第３条に基づき甲に協力するため、賃貸型応急住宅の提供に関する次の各

号に掲げる事務を行う。 

一 賃貸型応急住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的

とする賃借人に対する賃貸型応急住宅としての提供依頼及び意向確認に関するこ

と 



二 賃貸型応急住宅として甲が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の

適否に係る確認に関すること 

三 賃貸型応急住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 

四 甲からの委託を受けた業務に関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

 

（協議） 

第６条 この協定の実施に関し必要な事項等については、甲及び乙の協議の上定めるもの

とする。 

 

（雑則） 

第７条 この協定は、令和２年３月 16 日から適用する。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和２年３月 16 日 

 

 

 

  愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

 

甲  愛媛県 

 

愛媛県知事   

 

 

 

  愛媛県松山市平和通六丁目５－１ 

 

乙  公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 

 

         会 長      



 

１２－１２ 災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定② 

 

愛媛県（以下「甲」という。）及び公益社団法人全日本不動産協会愛媛県本部（以下「乙」

という。）は、災害時に甲及び乙が相互に協力して行う民間賃貸住宅の提供に関して、次の

条項により協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、愛媛県において災害が発生した場合において、甲が、災害により住

宅を滅失し自己の資力によっては居住する住宅を確保できない被災者（以下単に「被

災者」という。）のための応急的な住宅（以下「賃貸型応急住宅」という。）として、

民間賃貸住宅を提供するため、乙に協力を求めるに当たり、基本的な事項を定める

ものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し必要と認める場合、乙に対し、賃貸型応急住宅として被災者

に提供可能な民間賃貸住宅の情報提供及びその円滑な提供に向けた協力を要請でき

るものとする。 

 

（協力） 

第３条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請があった場合、賃貸型応急住宅として提

供可能な民間賃貸住宅に関する情報提供及びその円滑な提供に向けて、甲に可能な

限り協力するものとする。 

 

（甲の役割） 

第４条 甲は、賃貸型応急住宅の提供に関する次の各号に掲げる事務を行う。 

一 賃貸型応急住宅として提供する民間賃貸住宅の募集に関すること 

二 賃貸型応急住宅の借上げに関すること 

三 賃貸型応急住宅入居者の入居許可及び退去に関すること 

四 賃貸型応急住宅の賃料等の支払いに関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

２ 甲は、前項に掲げる業務の一部を、乙に委託することができる。 

 

（乙の役割） 

第５条 乙は、第３条に基づき甲に協力するため、賃貸型応急住宅の提供に関する次の各

号に掲げる事務を行う。 

一 賃貸型応急住宅の制度の事前周知並びに民間賃貸住宅の所有者及び転貸を目的

とする賃借人に対する賃貸型応急住宅としての提供依頼及び意向確認に関するこ

と 



二 賃貸型応急住宅として甲が借り上げようとする民間賃貸住宅の被災後の使用の

適否に係る確認に関すること 

三 賃貸型応急住宅として活用可能な民間賃貸住宅の情報提供に関すること 

四 甲からの委託を受けた業務に関すること 

五 その他関係者との調整に関すること 

 

（協議） 

第６条 この協定の実施に関し必要な事項等については、甲及び乙の協議の上定めるもの

とする。 

 

（雑則） 

第７条 この協定は、令和２年３月 16 日から適用する。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

令和２年３月 16 日 

 

 

 

  愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

 

甲  愛媛県 

 

愛媛県知事   

 

 

 

  愛媛県松山市小坂二丁目６番 34 号 

 

乙  公益社団法人 全日本不動産協会愛媛県本部 

          

         本部長 



 

１２－１３ 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定書（防災危機管理課） 

 
（目的） 
第１条  愛媛県（以下「甲」という。）と株式会社ローソン（以下「乙」という。）と

は、地震発生時等（以下「災害時」という。）により交通が途絶したため、帰宅する

のが困難な者のうち、徒歩で帰宅する者（以下「徒歩帰宅者」という。）を支援する

ために必要となる徒歩帰宅支援ステーション（以下「支援ステーション」という。）

の設置及び徒歩帰宅者を支援するため、必要な事項を定めるものとする。 
（支援ステーションの設置） 
第２条 甲は、災害時に交通が途絶した場合において、駅、事業所、学校等に滞留す

る大量の通勤者、通学者、観光客等が徒歩で帰宅する際の支援を行なうため、愛媛

県内に所在する乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟され

ている店舗（以下併せて「店舗」という。）に対し支援ステーションの設置を依頼

するものとする。 
２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以って協定の

履行を求めるものとするが、甲は、乙のフランチャイズチェーン契約書の制限から

店舗に協定の履行を強制することが困難な事情があることを承諾し、これを支援ス

テーション設置における前提とする。 
（支援の内容） 
第３条 甲は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステーションとしての協

力を要請することができるものとする。 
（１）乙の店舗において、徒歩帰宅者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 
（２）乙の店舗において、徒歩帰宅者に対し、地図等による道路情報等、ラジオ等で

知った通行可能な道路等に関する情報を提供すること。 

２ 前項に規定する店舗は、支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、前項に

掲げる事項の全部又は一部について支援可能な店舗とする。 
３ 甲及び乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求め

ることができる。 
（支援の実施） 
第４条 乙は、前条の規定により甲から支援の協力要請を受けたときは、その緊急性

に鑑み、可能な範囲内において、徒歩帰宅者に対し、支援を実施するものとする。

ただし、甲が、乙に対し、通信の途絶等の事由により要請を行うことができないと

きは、乙は、甲の要請を待たないで、状況に応じ自主的に可能な範囲において支援

を実施することができるものとする。 
（支援ステーション・ステッカーの掲出） 
第５条 乙は支援ステーション協力店舗の取組みについて広く住民へ周知を図るとと

もに、防災に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカ

ー」を店舗前面の利用者の見やすい位置に掲出するものとする。 
２ 甲は、乙の店舗へ掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、

年 1 回２月１日までに乙に次年度の必要数を確認し、提供するものとする。 
（経費の負担） 
第６条 第３条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 
２ 第５条の「支援ステーション・ステッカー」を作成する費用は、甲が負担するも

のとする。 
（情報の交換） 



 

第７条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情

報の交換を行うものとする。 
（有効期間） 
第８条 この協定の有効期間は、協定書締結日から 1 年間とする。なお、期間満了の

１ヶ月前までに甲乙双方又はいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、こ

の協定はさらに１年間更新されるものとし、以後も同様とする。 
（協議） 
第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が

協議の上、これを定めるものとする。 
 
  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１

通を保有する。 
 
平成２３年１０月２４日 
          

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 
    甲  愛 媛 県 

    知     事       
 
    東京都品川区大崎一丁目１１番２号 ゲートシティ大崎イーストタワー 

乙 株式会社ローソン 

代表取締役社長 

 

(注)１ 同様の協定を以下の８社と締結している。 

  ２ ㈱オートバックスセブンについては、第３条第１項第２号から第５号を、次のとおりとする。 

   (２）乙の店舗において、徒歩帰宅者に対し、ラジオの音声による災害関連情報を提供するとともに、

地図等による道路情報及び近隣の避難場所に関する情報を提供すること。 

(３) 乙の店舗において、徒歩帰宅者に対し、一時的に休憩の場を提供すること。 

(４) 乙の店舗において、徒歩帰宅者に対し、充電機の使用による携帯電話の充電を行わせること。 

(５）乙の店舗において、徒歩帰宅者に対し、使用済みのダンボール等を提供すること。 

３ ㈱ダスキンについては、第２条第１項中「乙の直営店及び乙のフランチャイズチェーン契約によ

り加盟されている店舗」を、「乙が直営する及び乙のフランチャイズチェーン契約により加盟され

ているミスタードーナツ店舗」と読み替えることとする。 

 

会社名 協定締結年月日 

㈱デイリーヤマザキ 平成 23 年 10 月 24 日 

ミニストップ㈱ 平成 23 年 10 月 24 日 

㈱ポプラ 平成 23 年 10 月 24 日 

㈱モスフードサービス 平成 23 年 10 月 24 日 

㈱吉野家 平成 23 年 10 月 24 日 

㈱壱番屋 平成 23 年 10 月 24 日 

㈱オートバックスセブン 平成 23 年 10 月 24 日 

㈱ダスキン 平成 24 年 11 月 1 日 

 



  

１２－１４ 災害時における被災者への支援活動に関する協定書 

 

 

 愛媛県（以下「甲」という。）とイオンリテール株式会社 （以下「乙」という。）は、次のとお

り災害時における被災者への支援活動に関する協定を締結する。 

 

 （主旨） 

第１条 この協定は、地震等による大規模災害が発生した場合において、被災者を支援するため、

必要な事項を定めるものとする。 

 

 （協力の内容） 

第２条 甲は、乙に対し、災害時に次の事項について、協力を要請することが出来る。 

（１） 乙の所有または管理する駐車場を、一時避難場所として被災者に提供すること。 

（２） 乙の店舗において、被災者に対し、水道水（井戸水）、トイレ等を可能な範囲で提供するこ

と。 

（３） 乙の店舗において、被災者に対し、テレビ・ラジオ等で知り得た災害関連情報を可能な範囲

で提供すること。 

（４） 乙の店舗において、被災者に対し、食料・生活物資等を可能な範囲で提供すること。 

２ 甲及び乙は、前項に定めのない事項については、相互に協力を要請することができる。 

 

 （要請の方法） 

第３条 前条の規定による甲の要請（以下「要請」という。）は、文書をもって行うものとする。 

但し、緊急を要するときは、口頭または電話をもって要請し、事後、速やかに文書を提出するも

のとする。 

 

 （連絡責任者の報告） 

第４条 この協定に関する連絡責任者は、連絡責任者名簿（別紙）により協定締結後速やかに相手

方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。 

２ 甲及び乙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について協議し定めておくものとする。 

 

 （費用の負担） 

第５条 第２条第１項第４号及び第２条第２項に規定する防災協力の実施に要した費用の負担に

ついては、甲及び乙が協議して決定するものとする。物資の価格は、災害発生時直前における適

正価格とし、その代金は適法な支払請求書を受理してから 30 日以内に甲が乙に支払うものとす

る。 

 

 （情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行 

うものとする。 

 

 （協定書の有効期間） 

第７条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から平成２５年３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、期間満了の1ヵ月前までに、甲及び乙が協議し更新拒絶の意思表示



がないときは、期間満了の翌日から起算して引き続き1年間効力を有するものとし、以後期間満

了のときも同様とする。 

 

 （疑義等の決定） 

第８条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙が協議

のうえ、これを定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保

有する。 

 

 

平成２４年８月２１日 

 

 

             愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

          甲  愛 媛 県 

             知   事        中 村 時 広 

 

 

             広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 

          乙  イオンリテール株式会社 中四国カンパニー 

支 社 長        末 次 綱 三 

 

 

 

           

 

 

 

 

          



別紙 

連絡責任者名簿 

平成 年 月 日現在 

防災活動協力に関する協定書 

【愛媛県】 

１ 連絡責任者 

〒、住所  

部 課 名  

役職・氏名  

Ｔ Ｅ Ｌ  

 

携      帯  

Ｆ Ａ Ｘ  

２ 担当連絡先 

項   目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

携      帯   

 Ｔ Ｅ Ｌ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

 

 

【イオンリテール株式会社】 

 １ 連絡責任者 

〒、住所  

部 課 名  

役職・氏名  

Ｔ Ｅ Ｌ  

携   帯  

Ｆ Ａ Ｘ  

  ２ 担当連絡先 

項   目   

役職・氏名   

携   帯   

Ｔ Ｅ Ｌ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

 



 

１２－１５ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（防災危機管理課） 

 

（目的） 

第１条 愛媛県（以下「甲」という。）と株式会社セブン-イレブン・ジャパン（以下

「乙」という。）は、地震等の発生時（以下「災害時」という。）に交通が途絶した

場合において、駅、事業所、学校等に滞留する多数の通勤者、通学者、観光客等の

うち、帰宅が困難な者（以下「帰宅困難者」という。）を支援する災害時帰宅支援

ステーション（以下「支援ステーション」という。）の設置などについて、必要な

事項を定めるため、この協定を締結するものとする。 

 

（対象店舗） 

第２条 甲は、乙が、直営店方式又はフランチャイズ方式による年中無休２４時間営

業のコンビニエンスストアセブン-イレブン店（以下「セブン-イレブン店」という。）

を展開し、フランチャイズ方式においては、乙と別途独立した経営主体（以下「オ

ーナー」という。）がセブン-イレブン店を経営していることを理解するものとする。 

２ この協定は、愛媛県内における乙の直営店、及びオーナーが経営する店舗のうち

支援ステーションの設置に賛同し、第４条各号の全部又は一部について支援可能な

店舗（以下「対象店舗」という。）を対象とするものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第３条 甲は、災害時に、乙に対し、支援ステーションの設置を依頼することができ

るものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、オーナーに対し、最大限の努力をも

って支援ステーションの設置を推奨するものとする。 

３ 乙は、セブン-イレブン店ごとの支援ステーションの設置の可否について、甲に

情報提供するものとする。 

 

（支援の内容） 

第４条 甲は、乙に対し、災害時に、対象店舗が次の各号に掲げる協力を支援ステー

ションとして実施することを要請することができるものとする。 

(1) 対象店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

(2) 対象店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知

った通行可能な道路に関する情報を提供すること。 

２ 甲及び乙は、前項に定めのない事項について、可能な範囲で相互に協力を求める

ことができるものとする。 

 

（支援の実施） 

第５条 乙は、前条の規定により甲から支援の要請を受けたときは、その緊急性に鑑

み、可能な範囲内において、前条に規定する支援を実施するものとする。ただし、

通信の途絶等の事由により、甲が乙に要請を行うことができないときは、乙は、甲

の要請を待たずに、対象店舗に対し、状況に応じ自主的に可能な範囲において支援



 

を実施することを求めることができるものとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第６条 乙は、対象店舗に対し、住民に対する支援ステーションとしての取組みの周

知と防災に対する意識啓発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」

（以下「本件ステッカー」という。）の掲出を求めるものとする。 

２ 甲は、対象店舗へ掲出中の本件ステッカーの劣化等を鑑みて、毎年２月１日まで

に、本件ステッカーの次年度の更新数を乙に確認し、必要数を提供するものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した者が負担

するものとする。 

２ 本件ステッカーを作成する費用は、甲が負担するものとする。 

 

（情報の交換等） 

第８条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情

報の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、この期間満

了の１ヶ月前までに、甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに１

年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲乙いずれかがこの協定を解除しようとするときは、

解除しようとする日の１箇月前までに書面により相手方に通知するものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙

が協議の上、これを定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１

通を保有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２８年 ３月 ９日 

          

甲 愛媛県松山市一番町４丁目４－２ 

                     

愛媛県知事  中 村 時 広 

                  

 

 

          乙 東京都千代田区二番町８番地８ 

 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

代表取締役社長  井 阪 隆 一 

 



（１） 防火地域決定状況（令和4年3月31日現在）

年月日 告示番号 年月日 告示番号

松山広域 松山市 77.7 S27.11.10 建告第1377号 R1.6.24 市告第 276号

今治広域 今治市 7.1 S35.12. 9 建告第2604号 S37.8.10 建告第1950号

合　　計 ２市 84.8

（２） 準防火地域決定状況（令和4年3月31日現在）

年月日 告示番号 年月日 告示番号

松山市 915.8 S24.10.13 建告第 847号 R1.6.24 市告第 276号

伊予市 5.8 H28.2.29 市告第 29号

今治広域 今治市 152.0 S24.10.13 建告第 849号 H8.5.31 市告第　91号

新 居 浜 新居浜市 114.0 S26. 5.23 建告第 434号

西　  条 西条市 40.0 S43.10.23 建告第3174号 H21.1.13 市告第　 7号

H6. 2. 1 市告第1号（旧川之江）

H4. 4. 1 市告第44号(旧伊予三島）

八 幡 浜 八幡浜市 52.7 S47. 8. 1 市告第　33号 S57.2.23 市告第　11号

宇 和 島 宇和島市 85.0 S24.10.13 建告第 848号 H9.12.24 市告第  46号

合　　計 ８市 1,436.0

　　　　　１２－１６　防火地域及び準防火地域の決定状況（都市計画課)

四国中央 四国中央市 H27.7.3 市告第 116号

最終変更

70.7

都市計画区域名 都 市 名 面積（ha）

松山広域

　当初決定 最終変更

都市計画区域名 都 市 名 面積（ha）
当初決定



                           

１２－１７ 愛媛県被災宅地危険度判定協議会規約（都市計画課） 
                                  

（目的） 

第１条 本会は、大規模な地震等により被災した宅地の危険度判定を行う被災宅地危険

度判定を迅速かつ的確に実施するため、県と市町相互の連絡･支援体制など被災宅地危

険度判定制度を整備することにより、被災時における住民の安全を確保することを目

的とする。 

（名称） 

第２条 本会は、愛媛県被災宅地危険度判定協議会（以下「協議会」という。）と称す

る。 

（所管事務） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事務を行う。 

(1) 被災宅地危険度判定の実施に関すること 

(2) 被災宅地危険度判定に使用する資機材の備蓄に関すること 

(3) 被災宅地危険度判定士の養成及び登録への協力に関すること 

(4) 調査、研究及び情報収集に関すること 

(5) 地元住民への周知に関すること 

(6) その他目的達成に必要な事項に関すること 

（構成） 

第４条 協議会は、愛媛県及び県内の市町で構成する。 

２ 協議会の委員は、被災宅地危険度判定の担当課長とする。 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会 長 １名 

(2) 副会長 １名 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務

を代行する。 

３ 会長は、愛媛県土木部道路都市局都市計画課長とし、副会長は、委員の中から会長

が選任する。 

（総会の招集等） 

第６条 総会は委員をもって組織する。 

２ 総会は毎年度１回開催するほか、会長が必要に応じ招集する。 

３ 総会は、書面によって表決する総会とすることができる。 

４ 総会の議長は会長が務める。 

（総会の権能） 

第７条 総会は、次の事項を議決する。 

(1) 規約及び要綱の制定並びに改正 

(2) 事業計画 

(3) その他協議会運営に関する重要な事項 

（定足数及び議決の方法） 

第８条 総会は委員の過半数の出席により成立する。 

２ 総会の議事は出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決

するところによる。 

３ 書面によって表決する総会においては、表決した委員は、総会に出席したものとみ



なす。 

（特別決議） 

第９条 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前条第２項の規定にかかわらず、

出席委員の３分の２以上の同意をもって決する。 

(1) 規約及び要綱の制定並びに改正 

(2) 協議会の解散 

（事業年度） 

第 10条 協議会の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる。 

（事務局） 

第 11条 協議会の事務局は、愛媛県土木部道路都市局都市計画課に置く。 

（負担金） 

第 12 条 委員は、協議会の運営に必要な費用として、別に定める負担金を協議会に納

入することとする。 

（その他） 

第 13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成１６年 ２月１９日から施行する。 

２ この規約は、平成１６年 ８月 ２日から施行する。 

３ この規約は、平成１６年 12月  ８日から施行する。 

４ この規約は、平成１７年 ４月２５日から施行する。 

５ この規約は、平成１７年 ９月 ７日から施行する。 

６ この規約は、平成２７年 ５月１４日から施行する。 

  



                         

１２－１８ 愛媛県被災宅地危険度判定実施要綱（都市計画課） 

 

愛媛県被災宅地危険度判定協議会 

 

 (目的) 

第１条 この要綱は、市町において、災害対策本部が設置されることとなる規模の地

震又は降雨等の災害（以下「大地震等」という。）により、宅地が大規模かつ広範

囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という。）を活

用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、被災宅地危険度判定を実施するこ

とによって、二次災害を防止し又は軽減して住民の安全の確保を図ることを目的と

する。 

 

 (用語の定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 （1）宅地 宅地造成等規制法(昭和３６年法律第１９１号)第２条第１号に規定する

宅地のうち住居である建築物の敷地及び被災宅地危険度判定の必要を認める建築

物等の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地をいう。 

 （2）被災宅地危険度判定 宅地判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、

変状項目ごとの配点から危険度を分類することをいう。 

 （3）宅地判定士 被災宅地危険度判定を実施する者として、愛媛県被災宅地危険度

判定士登録要綱に基づき登録した者をいう。 

 

 (事前準備) 

第３条 県は、被災宅地危険度判定に関し、県内の市町、関係団体等の間の調整を行

うとともに、国土交通省、他の都道府県等と連携して、被災宅地危険度判定の円滑

な実施を支援する体制を整備する。 

２ 市町は、被災宅地危険度判定を円滑に実施することができる体制を整備する。 

３ 県及び市町は、被災宅地危険度判定について、住民に周知させるため必要な措置

を講じる。 

 

 (被災宅地危険度判定の責任体制等) 

第４条 この要綱による被災宅地危険度判定は、被災した市町が行うものとする。 

２ 宅地判定士の派遣を要請した市町は、当該宅地判定士が実施する被災宅地危険度判

定及び被災宅地危険度判定の実施に伴い生ずる責任を負うものとする。 

３ 宅地判定士の派遣を要請した市町及び県は、原則として、被災宅地危険度判定の

実施に係る経費を負担するものとする。ただし、派遣を要請された市町及び都道府

県と十分協議するものとする。 

 

 (被災宅地危険度判定の実施) 

第５条 市町は、宅地の被害に関する情報に基づき、必要があると認めるときは被災



宅地危険度判定の対象となる区域及び宅地を定め、宅地判定士の協力のもとに、被

災宅地危険度判定を実施する。 

２ 市町は、被災宅地危険度判定の実施のための支援を県に要請することができる。

その場合、県は、宅地判定士に協力を要請する等の措置を講じる。 

 

 (被災宅地危険度判定結果の表示等) 

第６条 市町は、二次災害を防止し、又は軽減するために、被災宅地危険度判定の結

果を当該宅地に表示する等の措置を講じる。 

 

 (他の都道府県等に対する支援要請) 

第７条 県は、市町から第５条第２項の規定による要請を受けた場合において、必要

があると認めるときは、国土交通省、他の都道府県等に対し被災宅地危険度判定の

実施のための支援を要請する。 

 

 (資機材の調達及び備蓄) 

第８条 県及び市町は、被災宅地危険度判定に必要な資機材の調達及び備蓄に努める。 

 

 (他の都道府県に対する支援) 

第９条 県は、他の都道府県から被災宅地危険度判定の実施のための支援を要請され

た場合には、宅地判定士の派遣等の措置を講じる。 

 

 (その他) 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は愛媛県被災宅地危険度判定協

議会が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１６年２月１９日から施行する。 

この要綱は、平成１７年４月２５日から施行する。 

この要綱は、平成２０年４月１８日から施行する。 
 



１２－１９ 災害時の動物救護活動に関する協定（薬務衛生課） 

 

愛媛県（以下「甲」という。）と社団法人愛媛県獣医師会（以下「乙」という。）とは、

災害時における動物の救護活動の実施について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 233 号）第 40 条第１項の規定

による愛媛県地域防災計画に基づき、甲が行う動物救護に対する乙の協力に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （対象動物） 

第２条 救護活動の対象となる動物は、犬及び猫とする。 

２ 前項に定めのない動物を救護活動の対象とする場合は、甲と乙が協議の上、決定す

るものとする。 

 （協力の要請） 

第３条 甲は、動物救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し協力を要請する

ものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合は、直ちに動物救護活動を行う

ものとする。 

３ 乙は、緊急を要すると判断した場合は、甲の要請の有無にかかわらず、動物救護活

動を行うことができる。 

４ 乙は、前項の規定により、動物救護活動を行った場合は、このことを甲に報告する

ものとする。 

 （協力要請の手続） 

第４条 甲は、乙に協力を要請する場合は、次の事項を明らかにして、文書により行う

ものとする。ただし、緊急の場合は、電話その他の方法により行うことができる。 

 ⑴ 活動の内容 

 ⑵ 活動を行う場所 

 ⑶ 活動を行う日時 

 ⑷ その他必要な事項 

 （動物救護活動の場所） 

第５条 乙は、甲もしくは乙が設置する被災動物救護センター、市町が開設する避難所

又は甲が適当と認める施設において、動物救護活動を実施するものとする。 

 （動物救護活動の内容） 

第６条 甲が乙に協力を要請する動物救護活動の内容は次のとおりとする。 

 ⑴ 負傷した動物への応急手当に関すること 

 ⑵ 被災動物の一時保管に関すること 

⑶ 被災動物にかかる情報提供に関すること 

⑷ 動物救護施設の管理運営に関すること 

⑸ 施設、設備及び物資の提供その他必要な災害応急業務に関すること 

 （連絡体制） 

第７条 この協定の運用等に関しての連絡窓口は、甲にあっては保健福祉部健康衛生局

薬務衛生課、乙にあっては乙の事務局とする。 

２ 甲は、災害発生時に関係団体等との連絡調整を実施するものとする。 



 （動物救護活動の履行） 

第８条 甲及び乙は、要請を受けた事項に関して、可能な限り、誠意を持って必要な活

動を実施するものとする。 

２ 甲と乙は活動を円滑かつ効果的に遂行するため、適宜、情報交換を行うものとする。 

 （費用負担） 

第９条 甲は、可能な限り、乙が動物救護活動のために必要とする用地、施設、設備そ

の他を提供する。 

２ 乙は、ボランティアの活用、寄附金の利用並びに企業、団体及び個人による寄付物

品を用いるなどの方法で、経費を最小限にするよう努めるものとする。 

 （損害補償） 

第 10条 甲は、この協定に基づき乙が行った動物救護活動に係わる従事者の損害補償に

ついては、乙と協議の上、補償するものとする。 

 （動物救護活動の停止） 

第 11条 乙は、救護活動が極めて困難又は不可能と認める場合は、甲に対して救護活動

の要請の解除を申し入れることができるものとする。 

２ 甲は、前項の申し入れがあった場合は、乙と協議の上、救護活動の要請を解除する

ことができるものとする。 

 （活動の終了） 

第 12条 甲は、災害が終息し救護活動を継続する必要がないと認められる場合は、乙と

協議して、救護活動を終了するものとする。 

 （協議） 

第 13条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議

して決定するものとする。 

 （協定の期間及び更新） 

第 14条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙からの申し出がない限り継続

するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

 

 平成２４年３月１３日 

 

           甲 愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

             愛媛県知事 中村 時広 

 

             愛媛県松山市三番町四丁目４－７ 

           乙 社団法人愛媛県獣医師会 

             会長 寺町 光博 

 



 

１２－２０ 災害時における被災住宅の応急修理等に関する協定書 

（建築住宅課） 

（趣旨） 

第１条 この協定は、愛媛県地域防災計画（昭和 38年８月２日策定。以下「県計画」という。）

に基づく被災住宅の応急修理等（次条に掲げる災害応急対策業務をいう。以下同じ）に関し

て、愛媛県（以下「甲」という。）が一般社団法人愛媛県中小建築業協会（以下「乙」とい

う。）に協力を要請するに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この協定における災害応急対策業務は次に掲げるものとする。 

一 災害救助法（昭和 22年法律第 118号）第４条第 1項第 6号に規定する応急修理 

二 災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号）第２条第 1項第 2号に規定する住居等に 

流入した土石等障害物の除去 

三 前各号に必要となる建築資機材の調達及び建設業者の斡旋  

四 住宅の応急復旧の技術指導及び融資制度の利用等に関する建築相談 

 

（協力要請） 

第３条 甲（災害救助法第 13 条の規定に基づき、甲が応急修理等を市町の長に委任した場合

は、当該市町の長。以下次条から第６条まで同じ。）は、応急修理等に関して乙に協力を要

請しようとするときは、住宅の被災状況、応急修理等の実施方針その他必要な事項を書面に

より乙に連絡するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、電話その他の方法によることができる。

この場合において、甲は、速やかに、前項の書面を乙に提出しなければならない。 

  

（協力） 

第４条 乙及び乙の会員（以下「乙等」という。）は、前条の要請があったときは、可能な限

り甲に協力するものとする。 

 

（応急修理等） 

第５条 乙等は、甲の指示に従い応急修理等を行うものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 乙等が応急修理等（第２条第 1 項第三号のうち建設業者の斡旋及び同条第四号を除

く。）に要した費用（災害救助法施行細則別表１に定める限度額の範囲内に限る。）は、甲

が負担するものとし、支払いの方法は甲乙協議によるものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては愛媛県土木部都市局建築住宅課とし、乙

においては一般社団法人愛媛県中小建築業協会事務局とする。 

 

（会員名簿等の提供） 

第８条 乙は、この協定に係る乙の業務担当者名簿及び乙に加盟する会員の名簿を１年に１回、

甲に提供するものとし、担当者又は会員に異動があったときは、その都度甲に報告するもの

とする。 

 

 

 



 

（市町長協定との調整） 

第９条 乙等が県内市町長と同様の協定を締結している場合は、市町長との協定を優先するも

のとする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲乙協議して定め

るものとする。 

 

（有効期間） 

第 11 条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の

終了を通知しない限り、その効力は持続するものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その１通を保有する。 

 

 

 

 平成２７年 ５月１９日 

 

 

               甲 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

                 愛媛県 

 

知   事   中 村  時 広 

 

 

 

 

乙 愛媛県松山市勝山町二丁目３番地１ 

                 一般社団法人愛媛県中小建築業協会 

 

                 会   長   菊 池  完 二 



１２－２１ 大規模災害時における支援活動に関する協定書（薬務衛生課） 

 

愛媛県（以下「甲」という。）と一般社団法人愛媛ビルメンテナンス協会（以下「乙」

という。）及び愛媛県ビル管理協同組合（以下「丙」という。）は、地震等の大規模

災害発生時における避難所等の建物清掃及び消毒等の環境衛生に関して、次のとお

り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、愛媛県内において地震等の大規模災害（以下「災害」という。）

が発生した場合に、甲が乙及び丙に避難所等建築物の清掃及び消毒等の協力を要

請するに当たって、必要な事項を定めるものとする。 

 

  （定義） 

第２条 この協定において、「避難所等建築物」とは、地方公共団体が管理又は指定

する災害時の避難所や資機材の備蓄場所など、災害応急上重要な施設をいう。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において必要と認めるときは、又は市町（一部事務組合を 

含む。）から要請があったときは、次の各号の業務（以下「協力業務」という。） 

について、乙及び丙に協力を要請することができるものとする。 

（１）避難所等建築物の環境衛生に関する被害調査及び対処方法の甲に対する 

報告 

（２）避難所等建築物の応急的措置 

    ア 清掃及び消毒等環境衛生の応急的措置（人員の支援、機材の支援、薬剤

の提供等） 

    イ その他甲が必要と認める業務 

 

 ２ 前項の甲の乙及び丙に対する要請は、避難所等建築物の対処方法等報告要請書 

（別記様式１）及び避難所等建築物の応急的措置要請書（別記様式２）により行 

  うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又はその他の方法をもって行う 

  こととする。 

 

 ３ 乙及び丙は、この協定に基づく協力業務が円滑に行われるよう、あらかじめ協 

力体制を整備し、その内容を甲に報告するものとする。 

 

 ４ 乙及び丙は、前項に基づく報告の内容に変更が生じたときは、速やかに甲に報 

告するものとする。 

 



 ５ 乙及び丙は、第１項の要請があったときは、協力業務に可能な限り協力するも 

のとする。 

 

 ６ 乙及び丙は、協力業務を実施したときは、避難所等建築物の対処方法等報告書 

（別記様式３）及び避難所等建築物の応急的措置完了報告書（別記様式４）によ 

り甲に報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第４条 前条第１項第１号に規定する被害状況及び対処方法の報告に要する費用は、 

乙及び丙の負担とする。 

 

 ２ 前条第１項第２号に規定する応急的措置に要する費用のうち、人件費、旅費交 

通費及び機材損耗費等業務に伴う諸経費については、無償を基本とする。ただし、 

乙及び丙の通常の業務を超えた旅費交通費が要する場合は、甲（甲が市町からの 

要請に基づき乙及び丙に協力を要請したときは市町）と乙及び丙で協議するもの 

とする。 

 

 ３ 前条第１項第２号に規定する応急的措置に要する費用のうち、実費相当額（薬 

剤費、材料費）は、甲（甲が市町からの要請に基づき乙及び丙に協力を要請した 

ときは市町）の負担とする。 

 

 ４ 前項の実費相当額は、災害発生直前における通常の単価より算出した額を基準 

として、甲と乙及び丙が協議して定めるものとする。 

 

（第三者に対する損害） 

第５条 第３条第１項の業務の処理に関し発生した事故に関する損害（第三者に及 

ぼした損害を含む。）のために必要を生じた経費は、当該業務を処理する乙及び丙 

の会員が負担するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理 

由による場合においては、この限りではない。 

 

（派遣される社員等の身分） 

第６条 派遣される社員等は、乙及び丙の会員からの依頼により、業務に従事する 

ものとする。ただし、愛媛県知事が災害対策基本法（昭和 36年 11月 15日法律第 

223号）第 71条第１項の規定に基づく従事命令を発した場合は、同法の規定に 

基づくものとする。 

 

（有効期間） 

 第７条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙丙いずれ



からも文書による終了の意思表示がないかぎり、その効力を継続する。 

 

（疑義の解決） 

 第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、そ 

の都度、甲と乙及び丙が協議して定めるものとする。 

 

 

この協定の締結の証とするため、本協定書３通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、 

各自その１通を保有するものとする。 

  

 平成 28年３月 28日 

 

       甲  愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

 

           愛媛県 

                

知 事  中村 時広 

 

 

       乙  愛媛県松山市本町七丁目２番地 

 

            一般社団法人 愛媛ビルメンテナンス協会 

   

         会 長  武智 健 

 

 

  丙  愛媛県松山市本町七丁目２番地 

 

      愛媛県ビル管理協同組合 

   

         理事長  八石 昌明 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式１ （第３条第２項関係） 

 

        避難所等建築物の対処方法等報告要請書 

 

                          平成  年  月  日 

 

 

一般社団法人  

 愛媛ビルメンテナンス協会 

  会長           様 

 愛媛県ビル管理協同組合 

  理事長          様 

 

 

                       愛媛県知事 

 

 大規模災害時における支援活動に関する協定第３条第２項の規定に基づき、次の 

施設について被害状況及び対処方法の報告を要請します。 

 

 〇 対象施設 

施設名     所   在   地 連絡先 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

様式２ （第３条第２項関係） 

 

          避難所等建築物の応急的措置要請書 

 

                         平成  年  月  日 

 

一般社団法人  

 愛媛ビルメンテナンス協会 

  会長           様 

 愛媛県ビル管理協同組合 

  理事長          様 

 

                       愛媛県知事 

 

 大規模災害時における支援活動に関する協定第３条第２項の規定に基づき、次の 

とおり応急的措置を要請します。 

 

１ 要請内容 

（１） 避難所等建築物の施設名及び所在地 

 

（２） 避難所等建築物の規模 

 

（３）清掃・消毒等の要請日 

平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 

 

（４）要請人員 

        名 

  （５）機材等の要請 

       

① 自動床洗浄機       台 ② ウェットバキューム    台 

③ ドライバキューム     台 ④ 高圧洗浄機        台 

⑤ 消毒用機材 ⑥ 清掃道具         式 

 

 ２ 清掃に関する連絡先 

 

 ３ その他 



様式３（第３条第６項関係） 

 

          避難所等建築物の対処方法等報告書 

 

                         平成  年  月   日 

 

 愛媛県知事           様 

 

 

                  一般社団法人  

愛媛ビルメンテナンス協会 

 会長            

                  愛媛県ビル管理協同組合 

                     理事長           

 

  大規模災害時における支援活動に関する協定第３条第６項の規定に基づき、次の

とおり報告します。 

 

 １ 施設名 

 

 

 ２ 被害状況及び対処方法等 

   

 

  場    所 

 

被害状況及び対処方法 

（現状、今後の被害拡大の 

見通し及び対処方法等） 

 

  備 考 

   

   

   

   

   

 

 ３ その他（添付書類、状況写真等） 

 

 



様式４（第３条第６項関係） 

  

         避難所等建築物の応急的措置完了報告書 

 

                          平成  年  月  日 

 

  

愛媛県知事          様 

 

 

                 一般社団法人  

愛媛ビルメンテナンス協会 

 会長            

                  愛媛県ビル管理協同組合 

                     理事長           

 

 大規模災害時における支援活動に関する協定第３条第６項の規定に基づき、次の

とおり報告します。 

 

 （応急的措置の実施内容） 

 

１ 避難所等建築物の施設名及び所在地 

 

２ 清掃・消毒等の実施日 

 

３ 支援人員 

 

４ 内容 

 

５ その他（添付書類、業務状況写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

協 定 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     愛  媛  県 

      一般社団法人愛媛ビルメンテナンス協会 

      愛 媛 県 ビ ル 管 理 協 同 組 合     



１２－２２ 災害時等の連携協力に関する協定書（防災危機管理課） 

 

愛媛県（以下「甲」という。）と株式会社愛媛銀行(以下「乙」という。)は、

平常時における地域防災力の向上や地震、風水害その他の災害が発生した場合

（以下「災害時」という。）における救援等において、乙が実施する業務の提

供に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、平常時における防災意識の普及啓発活動や災害時におけ

る被災者への支援及び救助活動等を行うために必要な業務に関し、甲及び乙

が連携協力するために必要な事項を定めるものとする。 

（業務） 

第２条 乙が甲と連携協力して実施する業務は、次のとおりとする。 

(1) 防災対策サポーター（仮称）等による防災意識の普及啓発活動 

(2) 行員の自主防災組織への加入や防災訓練への参加 

(3) 災害時における情報の共有 

(4) 災害時における被災者への支援 

(5) 災害時における所有施設等の活用 

(6) 災害時における金融活動に関する円滑な対応 

（協力の要請等） 

第３条 乙は、平常時において、前条第１号及び第２号の業務について甲と連

携して取り組むものとする。 

２ 甲は、災害時に必要があると認めたときは、乙に前条第３号から第６号ま

でに規定する業務について協力を要請することができる。 

３ 乙は、前項の要請を受けたときは、当該要請のあった業務について可能な

範囲内において協力するものとする。 

４ 前２項の規定は、乙が自主的な判断に基づき協力することを妨げるもので

はない。 

（経費の負担） 

第４条 第２条の活動に要する費用は、原則として乙が負担するものとする。

ただし、甲が別途負担すると認めたものについては、この限りでない。 

（有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、締結の日から起算して１年間とする。ただし、

有効期間満了の日の１箇月前までに甲乙いずれからもこの協定を解除する旨

の意思表示がないときは、この協定は、さらに１年間更新されるものとし、

その後も同様とする。 



（疑義等の決定） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定の条項について疑義が生じた

ときは、その都度甲乙協議の上、これを決定するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙がそれぞれ署名押印

の上、各自その１通を保有するものとする。 

 

平成２７年１０月２１日 

 

 

                 愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

               甲 愛 媛 県 

 

                  知 事 中村 時広 

                    

 

 

                 愛媛県松山市勝山町２丁目１番地 

               乙 株式会社 愛媛銀行 

 

                  頭 取 本田 元広 

 

                    
 
（注）同様の協定を以下の２社と締結している。 

 
会社名 協定締結年月日 協定締結者 

株式会社伊予銀行 平成 27 年 10 月 21日 取 締 役 頭 取 大塚 岩男 
愛媛県信用農業協同組
合連合会 

平成 27 年 10 月 21日 代表理事理事長 関谷 幸男 

 



12-23 災害時等の連携協力に関する協定書（防災危機管理課） 

 

愛媛県（以下「甲」という。）と愛媛信用金庫(以下「乙」という。)は、平

常時における地域防災力の向上や地震、風水害その他の災害が発生した場合（以

下「災害時」という。）における救援等において、乙が実施する業務の提供に

関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、平常時における防災意識の普及啓発活動や災害時におけ

る被災者への支援及び救助活動等を行うために必要な業務に関し、甲及び乙

が連携協力するために必要な事項を定めるものとする。 

（業務） 

第２条 乙が甲と連携協力して実施する業務は、次のとおりとする。 

(1) 防災対策サポーター（仮称）等による防災意識の普及啓発活動 

(2) 行員の自主防災組織への加入や防災訓練への参加 

(3) 災害時における情報の共有 

(4) 災害時における被災者への支援 

(5) 災害時における所有施設等の活用 

(6) 災害時における金融活動に関する円滑な対応 

(7) その他この協定の趣旨にふさわしい業務 

（協力の要請等） 

第３条 乙は、平常時において、前条第１号、第２号及び第７号の業務につい

て甲と連携して取り組むものとする。 

２ 甲は、災害時に必要があると認めたときは、乙に前条第３号から第７号ま

でに規定する業務について協力を要請することができる。 

３ 乙は、前項の要請を受けたときは、当該要請のあった業務について可能な

範囲内において協力するものとする。 

４ 前２項の規定は、乙が自主的な判断に基づき協力することを妨げるもので

はない。 

（経費の負担） 

第４条 第２条の活動に要する費用は、原則として乙が負担するものとする。

ただし、甲が別途負担すると認めたものについては、この限りでない。 

（有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、締結の日から起算して１年間とする。ただし、

有効期間満了の日の１箇月前までに甲乙いずれからもこの協定を解除する旨

の意思表示がないときは、この協定は、さらに１年間更新されるものとし、

その後も同様とする。 



（疑義等の決定） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定の条項について疑義が生じた

ときは、その都度甲乙協議の上、これを決定するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙がそれぞれ署名押印

の上、各自その１通を保有するものとする。 

 

平成２９年３月２２日 

 

 

                 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

               甲 愛 媛 県 

 

                  知 事 中村 時広 

                    

 

 

                 愛媛県松山市二番町四丁目２番地１１ 

               乙 愛媛信用金庫 

 

                  理事長 弓山 慎也 

 

                    
 
（注）同様の協定を以下の３金庫と締結している。 

 
会社名 協定締結年月日 協定締結者 

宇和島信用金庫 平成 29 年３月 22日 理事長 村尾 明弘 

東予信用金庫 平成 29 年３月 22日 理事長 横川 明英 

川之江信用金庫 平成 29 年３月 22日 理事長 髙原 達也 
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θǖχ◇渼坿昨鏘杼三昨寢脉削宙黻脉燦鐚際傘雑昨 
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昨碕際傘甑 

θ’25の旅里索’25典奉χ 

0Ś阯 っ里索弛朔腰祭昨誘暼削輸際傘’25の旅燦暼薩腰’25芻疆k榲θ慕㊎ǚχ削皿三b腆跏

削〛î裁作砕参柵作晒作哉甑擦冴腰’25の旅燦廸鍮裁冴碕済雑腰輪┦碕際傘甑 

θ筮寤昨蒜鐚っχ 

0Ş阯 っ里索弛朔腰祭昨誘暼削暼薩傘宙奡昨付❽作曚跖燦噪傘冴薩腰筮寤燦蒜鐚際傘碕碕雑削腰

盻ギ作’25里索ツ豺燦⊕妻雑昨碕際傘甑 

ǘ っ朔腰盻ギ歳再傘碕ィ薩傘碕済朔腰弛削檮裁腰04淋佻昨ブペ1本里索渼朿迯昨’25典奉っ削

肴哉崎寤櫓燦ー薩傘祭碕歳埼済傘甑 

ǚ 弛朔腰蹙夤皿三腰鑚誘暼昨ǔ踪里索腆62っ削肴哉崎昨04淋佻昨Xミ燦㊪薩傘皿妻昧本際傘雑

昨碕際傘甑 

θ渼朿迯削賠彩冴あH匙昨誘本χ 

0Ť阯 弛朔腰っ歳曚跖際傘渼朿迯削賠彩冴あH匙昨誘本淘嵃歳再榊冴寢淋削朔腰埼済傘沪三誘

本際傘皿妻昧薩傘雑昨碕際傘甑 

θ直昨誘暼碕昨輸逃χ 

010阯 祭昨誘暼朔腰っ裏朔弛歳慕削r14裁腰裏朔蹈削r14裁崎哉傘誘暼燦慇砦傘雑昨埼朔作哉甑 

θ鐚亦鑢戻χ 

011阯 祭昨誘暼朔腰誘暼r14昨蹙栽晒罪昨亦本燦鐚際傘雑昨碕裁腰っ裏朔弛昨哉剤参栽歳腰貭

鎬燦雑榊崎誘暼昨02嫡燦〛î裁作哉沪三腰罪昨亦本燦6162際傘雑昨碕際傘甑 

θ]57昨ミゃχ  

01「阯 祭昨誘暼削暼薩昨作哉宙奡里索祭昨誘暼削輸裁崎]57歳ブ載冴碕済朔腰罪昨楯燵輸逃k

埼誘た昨妻彩腰暼薩傘雑昨碕際傘甑 

 

 

祭昨誘暼昨r14燦そ際傘冴薩腰祭昨誘暼鎬燦ǘ〛転耨裁腰っ弛ぇ隣艸揺昨妻彩腰林G罪昨ǖ〛

燦脉莵際傘甑 

 

烋耨ǘŤ烝Ą鏤ǖǖ蹙 

 

っ  粽掀p隰樅滲瀧んか嗔卓¥ǜん坿ǘ 
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     弛  彳悗滲嘆徑癒鴈断朞嘆徑ǖ卓¥ǖĽんǖĽ陵 

                    ガ蹙鑚漣滋実識溷黻04淋 

 

 

                    X 宙 摩  彳 墫  ⎬ 



 
 

別紙１ 物資供給要請書（第２条関係） 

 

第    号  

平成  年  月  日  

 

 

西日本段ボール工業組合 

理事長          様 

 

 

愛媛県知事         印     

 

 

災害時における物資の供給等に係る協力要請について 

 

「災害時におけるダンボール製品の調達に関する協定」に基づき、下記のとおり物資の調達を要

請します。 

 なお、本要請に対する措置の状況を、同協定第４条第３項に定める措置状況報告書により報告願

います。 

 

記 

 

１ 災害及び応援を必要とする状況 

 

 

 

２ 応援を必要とする物資の内容等 

要請期間 要請物資 要請数量 搬入希望場所 

  月  日 

 ～  月  日 

   

 ※注 要請数量は、１日当たりの数量である。 

問い合わせ先      部     課 

 

担 当              

ＴＥＬ              

ＦＡＸ              

Ｅ－ｍａｉｌ              



 
 

別紙２ 措置状況報告書（第４条関係） 

 

平成  年  月  日  

 

 

愛媛県知事          様 

 

 

西日本段ボール工業組合        

理事長          印     

 

 

「災害時におけるダンボール製品の調達に関する協定」第４条第３項の規定に基づき、当組合の

措置の状況を下記のとおり報告します。 

 

記 

 

措置の状況 

実施年月日 出荷物資 出荷数量 搬入場所 

  
 

   

  
問い合わせ先              

 

担 当              

ＴＥＬ              

ＦＡＸ              

Ｅ－ｍａｉｌ              



 
 

別紙３ 連絡担当者届（第７条関係） 

 

 

 

連 絡 担 当 者 届 
 

 

【 愛媛県 】 

 １ 連絡担当者 

役職・氏名  

電 話 番 号    －   － 

携帯電話番号    －   － 

F A X 番 号    －   － 

 

 ２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項  目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

電 話 番 号    －   －    －   － 

携帯電話番号    －   －    －   － 

F A X 番 号    －   －    －   － 

 

 ３ 勤務時間及び休日 

  ・勤務時間：８：３０～１７：１５ 

  ・休  日：土日祝日、年末年始 

 

 

【 西日本段ボール工業組合 】 

 １ 連絡担当者 

役職・氏名  

電 話 番 号    －   －    

携帯電話番号    －   －  

F A X 番 号    －   － 

 

 ２ 時間外及び休日の場合の連絡先 

項  目 第１連絡先 第２連絡先 

役職・氏名   

電 話 番 号    －   －    －   － 

携帯電話番号    －   －    －   － 

F A X 番 号    －   －    －   － 

 

 ３ 勤務時間及び休日 

  ①勤務時間：９：００～１７：００ 

  ②休  日：土日祝日、盆、年末年始 
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